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(57)【要約】
【課題】車線境界の情報を適切に出力することができる
車線情報出力方法を提供する。
【解決手段】　
　自車両に搭載されたセンサを用いた車線情報出力方法
であって、センサを用いて、前記自車両の周囲の実際の
環境から自車両の周囲の車線境界の情報を実境界線情報
として取得し、少なくとも車線の形状情報を含む地図デ
ータを用いて、形状情報により特定される車線境界を地
図境界線情報として取得し、実境界線情報と地図境界線
情報とを比較して、実境界線情報で示される車線の空間
的な連続性を評価し、連続性の評価が高い場合には、実
境界線情報と地図境界線情報とを統合し、統合された車
線情報を出力し、連続性の評価が低い場合には、地図境
界線情報を車線情報として出力する。
【選択図】　図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両に搭載されたセンサを用いた車線情報出力方法であって、
　前記センサを用いて、前記自車両の周囲の実際の環境から前記自車両の周囲の車線境界
の情報を実境界線情報として取得し、
　少なくとも車線の形状情報を含む地図データを用いて、前記形状情報により特定される
車線境界を地図境界線情報として取得し、
　前記実境界線情報と前記地図境界線情報とを比較して、前記実境界線情報で示される車
線の空間的な連続性を評価し、
　前記連続性の評価が高い場合には、前記実境界線情報と前記地図境界線情報とを統合し
、統合された車線情報を出力し、
　前記連続性の評価が低い場合には、前記地図境界線情報を車線情報として出力する車線
情報出力方法。
【請求項２】
　請求項１記載の車線情報出力方法であって、
　前記地図データを用いて、前記車線境界の曲線モデルを取得し、
　前記実境界線情報で示される前記車線境界の形状が前記曲線モデルで近似できる場合に
は、前記連続性が高いと評価する車線情報出力方法。
【請求項３】
　請求項２記載の車線情報出力方法であって、
　前記地図データを用いて、前記曲線モデルに対する位置の誤差分布を算出し、
　前記実境界線情報で示される前記車線境界と前記曲線モデルとの誤差が前記誤差分布内
である場合には、前記実境界線情報で示される前記車線境界の形状が前記曲線モデルで近
似できると判定する車線情報出力方法。
【請求項４】
　請求項２又は３記載の車線情報出力方法であって、
　前記地図データに含まれる前記車線の道路属性に基づき前記曲線モデルを決定する車線
情報出力方法。
【請求項５】
　請求項２又は３記載の車線情報出力方法であって、
　前記地図データに含まれる前記車線の曲率に基づき前記曲線モデルを決定する車線情報
出力方法。
【請求項６】
　請求項２又は３記載の車線情報出力方法であって、
　前記自車両の位置周辺の制限速度に基づき前記曲線モデルを決定する車線情報出力方法
。
【請求項７】
　請求項２又は３記載の車線情報出力方法であって、
　前記地図データに含まれる道路情報に基づき前記曲線モデルを決定し、
　前記道路情報は、交差点、信号機、停止線、及び横断歩道のうち、少なくとも１つの情
報を含む車線情報出力方法。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれ一項に記載の車線情報出力方法であって、
　前記実境界線情報で示される前記車線境界の位置と前記自車両の現在位置との間の距離
を算出し、
　前記距離が所定の距離閾値より小さい場合には、前記実境界線情報と前記地図境界線情
報とを統合し、統合された車線情報を出力し、
　前記距離が所定の距離閾値より大きい場合には、前記地図境界線情報を車線情報として
出力する車線情報出力方法。
【請求項９】
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　請求項１～８のいずれ一項に記載の車線情報出力方法であって、
　前記センサを用いて、他車両の走行軌跡を算出し、
　前記他車両の前記走行軌跡と前記自車両の走行軌跡との差分が許容範囲内である場合に
は、前記実境界線情報と前記地図境界線情報とを統合し、統合された車線情報を出力し、
　前記差分が前記許容範囲外である場合には、前記地図境界線情報を車線情報として出力
する車線情報出力方法。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれ一項に記載の車線情報出力方法であって、
　前記センサを用いて前記自車両の周囲に位置する地物の情報を取得し、
　前記地物の情報に基づき、前記実境界線情報で示される前記車線境界と前記地図境界線
情報で示される前記車線境界とをつなげる結合位置を決定し、
　前記実境界線情報で示される前記車線境界と前記地図境界線情報で示される前記車線境
界とを前記結合位置でつなげることで、前記実境界線情報と前記地図境界線情報とを統合
する車線情報出力方法。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれ一項に記載の車線情報出力方法であって、
　前記センサを用いて、前記車線境界の位置を決めるための対象物を実対象物として検出
し、
　前記地図データを用いて、前記実対象物に対応する地図データ上の対象物を地図対象物
として特定し、
　前記実対象物の位置と前記地図対象物の位置とのずれ量からオフセット値を算出し、
　前記車線境界をオフセット値分ずらして、前記実境界線情報と前記地図境界線情報とを
統合する車線情報出力方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の車線情報出力方法であって、
　前記センサを用いて、前記自車両の前方又は後方のいずれか一方に位置する、標識、信
号機、建物及び停止線のうち少なくとも１つの地物を、前記実対象物として検出し、
　前記ずれ量から、前記自車両の前後方向の前記オフセット値を算出し、
　前記地図境界線情報で示される前記車線境界を前記前後方向に前記オフセット値分ずら
して、前記実境界線情報と前記地図境界線情報とを統合する車線情報出力方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の車線情報出力方法であって、
　前記自車両が、交差点、合流地点及び分岐地点を走行していない状態で、前記センサを
用いて、前記実対象物を検出する車線情報出力方法。
【請求項１４】
　請求項１１又は請求項１２に記載の車線情報出力方法であって、
　前記センサを用いて、前記自車両の周囲に位置する、白線及び縁石のうち少なくとも１
つの地物を、前記実対象物として検出し、
　前記ずれ量から、前記自車両の側方の前記オフセット値を算出し、
　前記地図境界線情報で示される前記車線境界を前記側方に前記オフセット値分ずらして
、前記実境界線情報と前記地図境界線情報とを統合する車線情報出力方法。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれ一項に記載の車線情報出力方法であって、
　前記実境界線情報で示される前記車線境界を実境界線として特定し、
　前記地図データを用いて、前記実境界線に対応する地図データ上の前記車線境界を対応
境界線として特定し、
　前記実境界線の位置と前記対応境界線の位置とのずれ量から、前記実境界線と前記対応
境界線との適合性を表す適合度を算出し、
　前記適合度に応じて前記地図データの正確性を判定する車線情報出力方法。
【請求項１６】
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　請求項１５に記載の車線情報出力方法であって、
　前記連続性の評価が所定値より低い場合に、前記適合度に応じて前記地図データの正確
性を判定する車線情報出力方法。
【請求項１７】
　請求項１６記載の車線情報出力方法であって、
　前記対応境界線に沿うように前記実境界線を延長することで前記車線情報を補正する車
線情報出力方法。
【請求項１８】
　請求項１５又は１６記載の車線情報出力方法であって、
　前記適合度が所定値より高い場合には、前記地図境界線情報に基づき前記車線情報を補
正する車線情報出力方法。
【請求項１９】
　請求項１５～１８のいずれ一項に記載の車線情報出力方法であって、
　前記地図データを用いて、前記対応境界線の曲線モデルを取得し、
　前記適合度が所定値より低い場合には、前記曲線モデルに沿って前記実境界線を延長す
ることで前記車線情報を補正する車線情報出力方法。
【請求項２０】
　自車両に搭載され、自車両の周囲の環境を検出するセンサと、
　少なくとも車線の形状情報を含む地図データを記憶する地図データベースと、
　車線情報を出力する制御装置とを備え、
前記センサは、前記自車両の周囲の車線境界の情報を実境界線情報として検出し、
前記制御装置は、
　前記地図データから、前記形状情報により特定される車線境界を地図境界線情報として
取得し、
　前記実境界線情報と前記地図境界線情報とを比較して、前記実境界線情報で示される車
線の空間的な連続性を評価し、
　前記連続性の評価が高い場合には、前記実境界線情報と前記地図境界線情報とを統合し
、統合された車線情報を出力し、
　前記連続性の評価が低い場合には、前記地図境界線情報を車線情報として出力する車線
情報出力装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車線情報出力方法および車線情報出力装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　　従来、交差点での他車両との接近を回避するために、自車両の位置を検出し、検出し
た自車両の位置に基づいて、地図情報から自車両が走行する道路の車線情報を取得し、自
車両が進行する走行車線と進行方向とを特定し、特定した車線および進行方向の情報を他
車両に送信する技術が知られている（たとえば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２５９０２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来技術では、自車両が走行する車線を特定する際に自車両の位置を高
い精度で検出する必要があるが、車両の位置を高精度で検出するセンサは高価であり、車
両の製造コストが増大してしまう要因となっていた。
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【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、車線境界の情報を適切に出力することができる車線
情報出力方法又は車線情報出力装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、センサを用いて実境界線情報を取得し、地図データを用いて地図境界線情報
を取得し、実境界線情報と地図境界線情報とを比較して実境界線情報で示される車線の空
間的な連続性を評価し、連続性の評価が高い場合には、実境界線情報と地図境界線情報と
を統合し、統合された車線情報を出力し、連続性の評価が低い場合には地図境界線情報を
車線情報として出力することで、上記課題を解決する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、実際の状況に即した、精度の高い道路境界情報を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は本実施形態に係る走行制御装置の構成を示す構成図である。
【図２】図２は、周囲検出センサの検出範囲を説明するための図である。
【図３】図３は、点群で表現されたセンサ境界線を説明するための図である。
【図４】図４は、曲線モデルを説明するための図である。
【図５】図５は、曲線モデルに対する位置の誤差分布を説明するための図である。
【図６】図６は、曲線モデルに対する位置の誤差分布を説明するための図である。
【図７】図７は、センサ境界線と地図境界線との統合を説明するための図である。
【図８】図８は、本実施形態に係る走行制御処理を示すフローチャートである。
【図９】図９は、相対距離ｄｗを説明するための図である。
【図１０】図１０は、本発明の他の実施形態に係る走行制御処理を示すフローチャートで
ある。
【図１１】図１１は、地物の位置座標を説明するための図である。
【図１２】図１２は、統合された車線境界を説明するための図である。
【図１３】図１３は、本発明の他の実施形態に係る走行制御処理を示すフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１０】
　本実施形態に係る車線情報出力装置は、車両（自車両）に搭載されたセンサを利用して
、自車両の周囲に実際に存在するレーンマーク、縁石、ガードレールなどの車線境界を検
出するとともに、地図情報から、自車両の走行予定経路の車線境界の情報を取得する。そ
して、センサを利用して取得した車線境界の連続性を評価し、車線境界の連続性の評価に
応じて、車線境界情報の統合方法を変更する。連続性の評価が高い場合には、センサによ
り取得した車線境界情報と、地図データから取得した車線境界情報とを統合する。そして
、統合された車線境界情報を出力する。一方、連続性の評価が低い場合には、センサによ
り取得した車線境界情報と、地図データから取得した車線境界情報とを統合せずに、地図
データから取得した車線境界情報を出力する。また、車線境界情報を出力する際には、車
線に付随する情報も含めて出力する。車線情報出力装置が出力される車線境界の情報は、
自車両の走行制御に用いられる。なお、本実施形態では、車線情報出力装置を含む走行制
御装置１００を例示して説明する。走行制御装置１００は、車両に搭載される。
【００１１】
　≪第１実施形態≫
　図１は、本実施形態に係る走行制御装置１００の構成を示す図である。図１に示すよう
に、本実施形態に係る走行制御装置１００は、周囲検出センサ１１０と、自車位置検出装
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置１２０と、地図データベース１３０と、提示装置１４０と、駆動制御装置１５０と、制
御装置１６０とを有している。これら装置は、相互に情報の授受を行うためにＣＡＮ（Co
ntroller Area Network）その他の車載ＬＡＮによって接続されている。
【００１２】
　周囲検出センサ１１０は、自車両の周囲に存在する障害物（他車両など）や道路標識（
レーンマークや縁石など）を検出する。周囲検出センサ１１０としては、たとえば、自車
両の前方を撮像する前方カメラ、自車両の後方を撮像する後方カメラ、自車両の側方を撮
像する側方カメラなどを用いることができる。また、周囲検出センサ１１０として、自車
両の周囲の障害物を検出するレーザー距離計（ＬＲＦ：Ｌａｓｅｒ　Ｒａｎｇｅ　Ｆｉｎ
ｄｅｒ）を用いることもできる。周囲検出センサ１１０の検出範囲（距離、角度）は、セ
ンサの種類によって異なる例えば、レーダの場合には、１００～２００メートルの距離に
存在する物体は検出できるものの、検出角度が非常に狭角（数十度）である。レーザーレ
ンジファインダーの場合には、100メートル以下と比較的距離が短いものの、検出角度が
広角であり、測距性能が優れている。また、カメラの場合には、画像を処理するプログラ
ムの性能に依存する傾向がある。なお、周囲検出センサ１１０として、上述した複数のセ
ンサのうち１つのセンサを用いる構成としてもよいし、２種類以上のセンサを組み合わせ
て用いる構成としてもよい。２種類以上のセンサを組み合わせて用いた場合には、各セン
サによって検出された物体を全て取り扱うこともよく、位置や挙動などから、同一の物体
であることが理解できた場合には、重複する物体を取り除いてもよい。周囲検出センサ１
１０の検出結果は、制御装置１６０に出力される。
【００１３】
　自車位置検出装置１２０は、ＧＰＳユニット、ジャイロセンサ、および車速センサなど
から構成されており、ＧＰＳユニットにより複数の衛星通信から送信される電波を検出し
、対象車両（自車両）の位置情報を周期的に取得するとともに、取得した対象車両の位置
情報と、ジャイロセンサから取得した角度変化情報と、車速センサから取得した車速とに
基づいて、対象車両の現在位置を検出する。自車位置検出装置１２０により検出された対
象車両の位置情報は、制御装置１６０に出力される。
【００１４】
　地図データベース１３０は、道路情報を含む地図情報（地図データ）を記憶している。
道路情報には、道路の車線を区画する車線境界の情報、交差点、停止線、および横断歩道
の情報、道路形状に関する情報（たとえばカーブであるかなど）、道路の曲率に関する情
報が含まれる。地図データベース１３０は、これら道路情報を地図上の位置に関連付けて
記憶している。これにより、走行制御装置１００は、地図データベース１３０を参照する
ことで、自車両の走行予定経路上の各位置における、車線境界、交差点、停止線、横断歩
道、道路形状、および道路曲率の情報を取得することができる。また、車線境界の情報に
は、車線境界がレーンマークまたは縁石であるか、レーンマークである場合には、車線境
界の色（たとえば白色や黄色など）や種類（二重線、実線、点線など）の情報がさらに含
まれている。
【００１５】
　提示装置１４０は、たとえば、ナビゲーション装置が備えるディスプレイ、ルームミラ
ーに組み込まれたディスプレイ、メーター部に組み込まれたディスプレイ、フロントガラ
スに映し出されるヘッドアップディスプレイ、あるいは、オーディオ装置が備えるスピー
カーなどの装置である。
【００１６】
　駆動制御装置１５０は、自車両の走行を制御する。たとえば、駆動制御装置１５０は、
自車両が先行車両に追従する場合には、自車両と先行車両との車間距離が一定距離となる
ように、加減速度および車速を実現するための駆動機構の動作（エンジン自動車にあって
は内燃機関の動作、電気自動車系にあっては電動モータ動作を含み、ハイブリッド自動車
にあっては内燃機関と電動モータとのトルク配分も含む）およびブレーキ動作を制御する
。また、自車両が車線変更を行う場合や、交差点を右折または左折する場合には、ステア



(7) JP 2018-200501 A 2018.12.20

10

20

30

40

50

リングアクチュエータの動作を制御して、車輪の動作を制御することで、自車両の転回制
御を実行する。なお、駆動制御装置１５０による走行制御方法としては、その他の周知の
方法を用いることもできる。
【００１７】
　また、駆動制御装置１５０は、後述する制御装置１６０により出力された車線境界の情
報に基づいて、自車両の走行を制御する。たとえば、駆動制御装置１５０は、制御装置１
６０により出力された車線境界の情報に基づいて、自車両の走行予定経路の車線を把握す
ることで、自車両が走行予定経路の車線内を走行するように、自車両の走行を制御するこ
とができる。また、駆動制御装置１５０は、制御装置１６０により出力された車線境界の
情報に基づいて、自車両が走行する地図上の位置（たとえば、右折車線、交差点、横断歩
道手前など）を把握することで、自車両の行動（たとえば停止、加速、右折、左折など）
を適切に決定することができる。
【００１８】
　制御装置１６０は、自車両の走行を制御するためのプログラムを格納したＲＯＭ（Read
 Only Memory）と、このＲＯＭに格納されたプログラムを実行するＣＰＵ（Central Proc
essing Unit）と、アクセス可能な記憶装置として機能するＲＡＭ（Random Access Memor
y）とから構成される。なお、動作回路としては、ＣＰＵ（Central Processing Unit）に
代えて又はこれとともに、ＭＰＵ（Micro Processing Unit）、ＤＳＰ（Digital Signal 
Processor）、ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）、ＦＰＧＡ（Fiel
d Programmable Gate Array）などを用いることができる。
【００１９】
　制御装置１６０は、ＲＯＭに格納されたプログラムをＣＰＵにより実行することにより
、自車両の予定走行経路を探索する経路探索機能と、地図情報から車線の境界線を取得す
る地図境界線取得機能と、周囲検出センサ１１０による検出結果に基づいて車線の境界線
を取得するセンサ境界線取得機能と、センサ境界線取得機能により検出された車線の連続
性を評価する連続性評価機能、地図情報に基づいて取得された車線境界と、周囲検出セン
サ１１０の検出結果に基づいて検出された車線境界とを統合する境界線統合機能と、統合
した車線境界の情報を出力する出力機能と、を実現する。以下において、制御装置１６０
が備える各機能について説明する。
【００２０】
　制御装置１６０の経路探索機能について説明する。制御装置１６０は、自車両の現在位
置および目的地から、自車両の走行予定経路を算出する。目的地は、例えば、図示しない
入力装置からドライバーにより入力される。制御装置１６０は、カーナビゲーションに見
られるような走行経路計算に加えて、車線レベルでの走行予定経路を算出する。具体的な
計算方法としては、ダイキストラ法やＡ＊などのグラフ探索理論に基づく手法を用いるこ
とが考えられる。各車線に対して、リンクとノードが地図上で予め設定されている。リン
クは走行経路を意味しており、ノードはリンク同士の接続点である。リンクには重みが付
与されており、重みは目的地に向かう際に走行すべき車線に対応する推奨リンクか否かに
よって変更される。そして、制御装置１６０は、現在の自車位置から目的地までの重みの
総和が小さくなる車線を走行予定経路として算出する。なお、経路探索は、上記方法に限
らず、公知の方法でもよい。
【００２１】
　制御装置１６０の地図境界線取得機能について説明する。制御装置１６０は、地図デー
タベース１３０に記憶された地図情報に基づいて、自車線を含む車線の境界線（以下、車
線境界とも称す）を検出する。車線境界とは、レーンマーク（車線を区画するために道路
上に白色、オレンジ、または黄色などで描かれた実線、二重線、破線など）や、縁石やガ
ードレールなど、車線とそれに隣接する車線、あるいは、車線と路肩との境界を定める線
である。地図データベース１３０が記憶する地図情報には、各車線の形状情報が含まれて
おり、地図境界線検出機能は、形状情報を参照して、自車線を含む車線の車線境界を地図
情報から検出することができる。なお、地図境界線検出機能により検出される車線境界は
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、自車両の周囲の車線に限定されず、たとえば、自車両の走行予定経路における車線の車
線境界を検出することもできる。これにより、制御装置１６０は、地図データを用いて、
車線境界の情報を取得する。なお、以下においては、地図境界線検出機能により検出され
た車線境界を地図境界線として説明する。
【００２２】
　制御装置１６０のセンサ境界線検出機能について説明する。制御装置１６０は、周囲検
出センサ１１０による検出結果に基づいて自車両の周囲の車線の車線境界を検出する。た
とえば、制御装置１６０は、自車両の周囲に存在するレーンマーク、縁石、ガードレール
を、前方カメラ、側方カメラ、または後方カメラにより撮像し、撮像画像の画像処理によ
り、自車両の周囲の車線の車線境界を検出する。制御装置１６０は、時系列での画像の特
徴点の移動量を算出することで車線の位置を検出し、複数のカメラをステレオカメラのよ
うに用いることで車線の凹凸を検出することができる。これにより、制御装置１６０は、
周囲検出センサ１１０を用いて、車線境界の位置と形状を検出することができる。また、
制御装置１６０、レーザーレンジファインダーを用いて、自車両の周囲の路面やレーンマ
ークの輝度、あるいは、測距により縁石の凸部を検出することで、自車両の周囲の車線の
車線境界を検出することができる。路面やレーンマークの輝度は反射強度から測定するこ
とができ、縁石の凸部はレーザーレンジファインダーによる測距結果から測定できる。
【００２３】
　カメラにより、レーンマーク、縁石、ガードレールなどを高精度に検出できる範囲は、
カメラからおおよそ数十メートルの範囲となる。また、レーザー距離計を用いて、レーン
マークや縁石を識別することもできる。しかし、この場合も、路面に描かれたレーンマー
クの輝度を検出するために、レーザー距離計を下向きに設置する必要があり、また、レー
ザー距離計で縁石の微小な凸部を検出するためには、やはりレーザー距離計を下向きに設
置する必要がある。そのため、レーザー距離計を用いた場合も、レーンマークや縁石を高
精度に検出できる範囲は、レーザー距離計からおおよそ数十メートルの範囲となる。この
ように、センサ境界線検出機能で車線境界を検出可能な範囲は、図２に示すように、自車
両から数十メートルの範囲となる。図２は、周囲検出センサ１１０の検出範囲Ａを説明す
るための図である。また、以下においては、センサ境界線検出機能により検出された車線
境界をセンサ境界線として説明する。
【００２４】
　図２に示すように自車両が片側２車線のカーブ状の道路を走行している場合に、周囲検
出センサ１１０の検出範囲には、実線の車線境界ＤＲと破線の車線境界ＤＬが含まれてい
る。車線境界ＤＲは、自車両の進行方向に対して自車両の右側に位置する車線境界を示し
ており、車線境界ＤＬは、自車両の進行方向に対して自車両の右側に位置する車線境界を
示している。制御装置１６０は、センサ境界線を、点群で表現された車線境界として検出
する。センサ境界線の情報は、空間的に離散した情報となる。図３は、点群で表現された
センサ境界線を説明するための図である。センサ境界線の位置情報を、地図上に分布した
場合に、センサ境界線の情報は図３に示すような位置の離散値で表すことができる。これ
により、制御装置１６０は、周囲検出センサ１１０を用いて、自車両の周囲の環境から自
車両の周囲の車線境界情報を取得する。
【００２５】
　制御装置１６０は、地図境界線取得機能により取得した車線境界情報と、センサ境界線
取得機能により取得した車線境界情報とを統合して、車線境界情報を生成する。ここで、
図２に示すように、センサ境界線を高精度に検出できる範囲は、自車両の周囲の範囲であ
り、自車両から離れるほど車線境界の検出精度は低くなる。そこで、本実施形態では、セ
ンサ境界線検出機能で車線境界を検出できる検出範囲の外側の領域については、地図境界
線検出機能で検出した車線境界（地図境界線）を用いて補完する。
【００２６】
　図３に示すように、センサ境界線の検出結果は、空間的に離散した情報で表される。そ
のため、センサの誤差や、センサに対する外乱の入力がなければ、空間的に離散した位置
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情報は連続性をもっており、位置情報で示される点座標をつなげることで、走行車線に沿
った曲線を形成することができる。実際には、センサ検出線の位置情報は、センサ誤差又
は外乱等を起因とした誤差を含むことがある。そのため、センサ境界線の検出結果である
位置情報の連続性が保たれていないことも考えられる。連続性の低い状態のセンサ境界線
の情報と地図境界線の情報が統合された場合には、統合された車線境界の信頼度は低くな
る。
【００２７】
　そこで、本実施形態では、センサ境界線の情報と地図境界線の情報とを統合するか否か
を判断するための条件として、制御装置１６０は、センサ境界線の連続性を評価している
。センサ境界線の連続性の評価は以下の方法で行われる。
【００２８】
　制御装置１６０の連続性評価機能を説明する。制御装置１６０は、自車両が現在走行し
ている道路の形状に適合する曲線モデルを決定する。曲線モデルは、道路形状をモデル化
したものである。制御装置１６０は、少なくとも周囲検出センサ１１０の検出範囲Ａに含
まれる車線境界の境界線モデルを、曲線モデルとして決定する。曲線モデルは、走行車線
の道路属性、車線の曲率、走行車線の制限速度、又は、道路地物の情報により決まる。
【００２９】
　制御装置１６０は、地図データに含まれる道路情報を用いて、曲線モデルを決定する。
地図データには、高速道路や一般道路などといった道路属性が記憶されている。高速道路
は、高い速度で走行することを目的とした道路であるため、直線的な道路形状になってい
る。言い換えると、高速道路の形状は、直線、又は、３次曲線で近似可能な曲線になって
いる。一方、一般道路は、急なカーブ、不連続な箇所、交差点などの特徴的な箇所を含む
道路形状となっている。例えば、自車両が高速道路を走行している場合には、制御装置１
６０は、地図データに記憶されている道路情報のうち、自車両の走行中の道路の情報を特
定し、当該道路情報の中から属性情報を抽出する。制御装置１６０は、属性情報から、現
在の道路が高速道路であることを特定でき、曲線モデルを高速道路用の曲線モデルに決定
する。曲線モデルは、道路情報の種類に応じて、地図データベース１３０に記録されてい
る。地図データには、道路属性に限らず、道路の曲率又は制限速度の情報も含まれている
。制御装置１６０は、地図データから、現在走行中の道路の曲率を抽出し、曲率パラメー
タで示される曲線形状を曲線モデルに決定する。制御装置１６０は、制限速度を抽出し、
制限速度に対応した曲率をもつ曲線を曲線モデルに決定してもよい。制限速度が高い道路
ではカーブの曲率は小さくなり、制限速度と道路の曲率の間には相関性がある。そのため
、制御装置１６０は、制限速度が高いほど、曲率の小さい曲線を曲線モデルに決定する。
また、地図データには、交差点、信号機、横断歩道の有無など、道路地物に関する情報が
含まれている。例えば、交差点、信号機、横断歩道がある場合には、道路属性が一般道路
になる。そのため、制御装置１６０は、自車両の走行中の道路の情報から、交差点等を抽
出した場合には、一般道路用の曲線モデルに決定する。図４は、曲線モデルを説明するた
めの図である。自車両が、図２に示すような交差点につながる曲線を走行している場合に
、制御装置１６０は、地図データから現在走行中の道路の道路情報を特定し、道路情報か
ら道路属性等を抽出し、図４の点線ＭＲ、ＭＬで表される曲線を曲線モデルとして決定す
る。
【００３０】
　次に、制御装置１６０は曲線モデルに対する位置の誤差分布を算出する。誤差分布は、
曲線モデルで表される曲線に対して、センサ境界線のずれ量の許容範囲を表している。例
えば、自車両が高速道路を走行している場合に、曲線モデルは、曲率の小さい曲線となる
。そして、周囲検出センサ１０の検出結果の精度が高い場合には、センサ境界線の形状は
、同様に、曲率の小さい曲線となる。つまり、センサ境界線の形状は曲線モデルで近似で
きる。また、センサ境界線の離散値を曲線モデルの位置を中心に分布した場合には、曲線
モデルの形状とセンサ境界線の形状との一致度が高いほど、離散値は誤差分布の範囲内に
収まる。一方、外乱等によって、周囲検出センサ１０の検出結果の精度が低い場合には、
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センサ境界線の離散値は、曲線モデルの付近に分布せず、センサ境界線のずれ量が大きく
なる。曲線モデルの形状とセンサ境界線の形状との一致度が低い場合には、センサ境界線
の離散値は誤差分布の範囲外になる。
【００３１】
　制御装置１６０は、地図データを用いて、曲線モデルに対する位置の誤差分布を算出す
る。例えば、高速道路においては、道路構造が単純な形状となっており、かつ、同様の道
路構造となっているため、曲線モデルに対する誤差分布は、比較的狭い範囲で表される。
一方、一般道路においては、道路構造が複雑な形状になっているため、曲線モデルに対す
る誤差分布は、高速道路の時と比べて、広い範囲で表される。図５及び図６は、曲線モデ
ルに対する位置の誤差分布を説明するための図である。図５（а）及び図６（а）は、高
速道路の誤差分布を表している。図５（ｂ）及び図６（ｂ）は、一般道路の誤差分布を表
している。図５では、誤差部分は、点線の車線境界を中心とした幅の大きさで表されてい
る。図６では、誤差分布はグラフで表される。グラフの横軸は、車線境界を中心として、
離散値の位置のずれ量を表している。縦軸は離散値の数を表している。
【００３２】
　なお、曲線モデルに対する誤差分布は、道路属性に限らず、道路の曲率や制限速度情報
、交差点、信号機、停止線、横断歩道の有無に基づいて算出されてもよい。例えば、道路
属性が高速道路である場合でも、分合流箇所では、道路構造が複雑な形状となっており、
かつ、多種多様な道路構造となっている。このような場合には、例えば誤差分布を、一般
道路のように広めの範囲になるように、制御装置１６０は誤算分布を算出する。
【００３３】
　制御装置１６０は、周囲検出センサ１１０を用いて、車線境界を点群で表現される離散
値で検出すると、センサ境界線の各離散値を、曲線モデルに対する位置の誤差分布上に、
分布する。このとき、離散値の位置座標は、曲線モデルを中心とした相対的な座標で表さ
れるため、離散値の位置座標は、曲線モデルの位置に対するずれ量に相当する。そして、
誤差分布上で分布された離散値が、誤差分布の範囲内に含まれる場合には、制御装置１６
０は、センサ境界線の形状が曲線モデルで近似できると判定し、センサ境界線の空間的な
連続性の評価値が高いと判定する。一方、離散値が、誤差分布の範囲外である場合には、
制御装置１６０は、センサ境界線の形状が曲線モデルで近似できないと判定し、センサ境
界線の空間的な連続性の評価値が低いと判定する。
【００３４】
　制御装置１６０の境界線統合機能について説明する。制御装置１６０は、ＩＣＰ（Ｉｔ
ｅｒａｔｉｖｅ　Ｃｌｏｓｅｓｔ　Ｐｏｉｎｔ）の手法により、周囲検出センサ１１０に
より検出されたセンサ境界線と、地図情報に基づく地図境界線との合致度を判定する。Ｉ
ＣＰとは、「周囲検出センサ１１０により検出されたセンサ境界線を示す点群」と「地図
情報が有する地図境界線を示す点群」との位置合わせを、最小二乗法に基づいて行うもの
である。
【００３５】
　制御装置１６０は、センサ境界線と地図境界線との位置合わせを行うために、センサ境
界線と地図境界線との共通部分を特定する。センサ境界線を取得する際に、制御装置１６
０が、周囲検出センサ１１０を用いて、信号機等の地物を検出しており、検出された地物
の情報が地図データに含まれている場合には、地物の位置情報が、センサ検出と地図デー
タとの間で共通した部分となる。そのため、制御装置１６０は、当該地物を、センサ境界
線と地図境界線との共通部分として特定し、地物の位置に基づいて、センサ境界線と地図
境界線との位置合わせを行う。共通部分は、交差点などの地物に限らず、車線の共通部分
であってもよい。
【００３６】
　図７は、センサ境界線と地図境界線との統合を説明するための図である。点線ＰＲは自
車両の右側に位置するセンサ境界線を表し、点線ＰＬは自車両の左側に位置するセンサ境
界線を表す。実線ＱＲは自車両の右側の地図境界線を示し、点線ＱＬは自車両の左側の地
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図境界線を示す。センサ境界線と地図境界線との共通部分を基準としつつ、センサ境界線
と地図境界線の位置合わせを行うと、センサ境界線を示す点群（離散値）を結んだ線は、
地図境界線に沿って延長した線となる。すなわち、自車両の右側では点線ＰＲと実線ＱＲ

が結ばれ、自車両の左側では点線ＰＬと点線ＱＬが結ばれることで、センサ境界線と地図
境界線が統合される。
【００３７】
　続いて、図８を参照して、第１実施形態に係る走行制御処理について説明する。図８は
、第１実施形態に係る走行制御処理を示すフローチャートである。
【００３８】
　ステップＳ１０１では、制御装置１６０は、経路探索機能により自車両の現在位置を検
出する。ステップＳ１０２では、制御装置１６０は、経路探索機能より走行予定経路の探
索を行い、自車両の走行予定経路を取得する。たとえば、経路探索機能は、ステップＳ１
０１で取得した自車両の位置情報に基づいて、自車両の現在位置から目的地までの走行予
定経路を探索する。また、経路探索機能は、自車両が走行する道路だけではなく、自車両
が走行する車線に基づいて、自車両の走行予定経路を探索する。
【００３９】
　ステップＳ１０３では、制御装置１６０は、地図境界線検出機能により、地図境界線を
検出する。本実施形態では、地図データベース１３０に、各車線の車線境界の情報が、地
図上の位置に関連付けて記憶されている。
【００４０】
　ステップＳ１０４では、制御装置１６０は、周囲検出センサ１１０を用いて、自車両の
周囲の状況を検出する。ステップＳ１０５では、制御装置１６０は、センサ境界線検出機
能により、周囲検出センサ１１０の検出結果に基づいて、センサ境界線を検出する。なお
、図２に示すように、周囲検出センサ１１０によるセンサ境界線の検出範囲は、自車両か
ら所定距離（たとえば数十メートル）以内の範囲、すなわち、自車両の周囲の範囲となる
。
【００４１】
　ステップＳ１０６では、制御装置１６０は、連続性評価機能により地図境界線の曲線モ
デルを決定する。ステップ１０７では、制御装置１６０は、連続性評価機能により、曲線
モデルに対する誤差分布を算出する。なお、制御装置１６０は、地図データに含まれる道
路情報に限らす、周囲検出センサ１１０の検出結果に基づき誤差分布を算出してもよい。
例えば、制御装置１６０は、周囲検出センサ１１０の検出結果から、道路属性を取得でき
る場合には、地図データに格納されている道路属性の代わりに、検出された道路属性に基
づき、誤差分布を算出する。
【００４２】
　ステップＳ１０８では、制御装置１６０は、連続性評価機能により、車線境界の空間的
な連続性を評価する。ステップＳ１０９では、制御装置１６０は、連続性の評価が高いか
否かを判定する。連続性の評価値は、センサ境界線の形状と曲線モデルとの近似度で表さ
れる。センサ境界線の形状が曲線モデルと近似しているほど、評価値は高くなる。そして
、評価値が評価閾値より高い場合には、制御装置１６０は、センサの境界線の形状と曲線
モデルが近似していると判定でき、センサ境界線は空間的な連続性を有しているため、制
御装置１６０は、センサ境界線の情報の信頼度は高いと判定する。なお、センサ境界線の
形状と曲線モデルが近似している場合には、センサ境界線の形状と曲線モデルが一致して
いる場合も含む。そして、制御装置１６０はステップＳ１１０の制御フローを実行する。
【００４３】
　一方、連続性の評価が低い場合には、センサ境界線は空間的な連続性を有していないた
め、制御装置１６０は、センサ境界線の情報の信頼度は低いと判定する。そして、制御フ
ロー１６０は、信頼度の低いセンサ境界線情報を用いることなく、ステップＳ１１８以降
の制御フローを実行する。
【００４４】
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　ステップＳ１１０では、制御装置１６０は、センサ境界線と自車両の相対距離を算出す
る。図９は、相対距離ｄｗを説明するための図である。相対距離ｄｗはセンサ境界線の位
置と自車両の現在位置との間の距離である。制御装置１６０は、自車両に対して側方の方
向に検出された車線境界までの距離を、相対距離ｄｗとして算出する。
【００４５】
　ステップＳ１１１では、制御装置１６０は、算出された相対距離ｄｗが所定の距離閾値
より大きいか否かを判定する。ここで、所定の距離閾値は、一般的な車線の幅（例えば、
３メートル程度）に相当する。相対距離ｄｗが距離閾値より大きい場合には、センサ境界
線の離散値の位置が、自車両の現在位置に対して、車線の幅よりも遠い箇所にあり、セン
サ境界線の情報の信頼度が低い可能性がある。一方、相対距離ｄｗが距離閾値以下である
場合には、センサ境界線の情報の信頼度は高い。センサ境界線の情報の信頼度が低い可能
性がある場合には、制御装置１６０は、ステップＳ１１２～Ｓ１１４の制御フローを実行
することで、自車両の走行軌跡の評価を行う。一方、センサ境界線の情報の信頼度が高い
場合には、制御装置１６０は、走行軌跡の評価処理を行うことなく、ステップＳ１１５の
制御フローを実行する。
【００４６】
　ステップＳ１１２では、制御装置１６０は自車両の走行軌跡を取得する。制御装置１６
０は、自車両が現在位置に至るまでの自車両の位置情報を時系列で記録している。制御装
置１６０は、時系列で記録された位置情報を読み出し、当該位置情報で示される位置座標
を線で結ぶことで、走行軌跡を算出できる。
【００４７】
　ステップＳ１１３では、制御装置１６０は、自車両の走行軌跡と同一地点における、他
車両の走行軌跡（統計データ）を取得する。例えば、制御装置１６０は、カメラを用いて
、自車両の前方又は後方を走行する他車両を検出し、位置情報を他車両の走行軌跡の情報
として記録する。他車両が走行した際の車両走行軌跡が複数存在する場合には、制御装置
１６０は各走行軌跡の分析を行う。例えば、他車両が走行した際の走行軌跡の分布から、
正常値と異常値の判断を行い、正常値のみを抽出して平均値を取得することによって、統
計的に正しい車両走行軌跡を取得することができる。
【００４８】
　ステップＳ１１４では、制御装置１６０は、自車両の走行軌跡と他車両の走行軌跡の一
致度が高いか否かを判定する、走行軌跡の一致度は、例えば、一致度の評価手法としては
、自車両の走行軌跡と他車両の走行軌跡との差分が、所定の誤差範囲内に収まっているか
否かによって判定される。走行軌跡の一致度が高い場合には、車線境界の情報の信頼度は
高く、制御フロー１６０はステップＳ１１５～ステップ１１７の制御フローを実行する。
例えば、自車両が通常よりも広い車線幅の道路を走行している場合には、車線境界は、自
車両の側方の方向で、通常の車線幅より遠い位置で検出される。車両の走行軌跡は、自車
両と他車両で同様の傾向を示すため、周囲検出センサ１１０によって検出された車線境界
情報が、信頼度の高い情報であることが分かる。一方、走行軌跡の一致度が低い場合には
、自車両が本来の走行車線から逸脱している時に、周囲検出センサ１１０が車線を検出し
ている可能性があり、センサ境界線の情報の信頼度は低くなるため、制御フロー１６０は
ステップＳ１１８、Ｓ１１９の制御フローを実行する。
【００４９】
　ステップＳ１１５では、制御装置１６０は、センサ境界線の情報（車線境界情報）の信
頼度が高いと判定する。ステップＳ１１６では、制御装置１６０は、地図データから取得
された車線境界情報と、周囲検出センサ１１０の検出結果から取得された車線境界情報と
を統合する。ステップＳ１１７では、制御装置１６０は、統合された車線情報に、車線の
付随情報を付加した上で、車線情報を出力する。車線の付随情報は、道路の曲率、制限速
度情報、交差点、信号機、停止線、横断歩道などである。なお、統合された車線境界の情
報は、自車両に搭載されたセンサによって検出された車線境界情報であろうと、地図デー
タに含まれる車線境界情報であろうと、車線境界情報の出所を問わず、同じフォーマット
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で定義された車線境界情報である。そして、制御装置１６０は、図８に示す制御フローを
終了する。
【００５０】
　ステップＳ１１８では、制御装置１６０は、センサ境界線の情報（車線境界情報）の信
頼度が低いと判定する。ステップＳ１１６の制御フローにより、車線境界の情報の信頼度
が低いと判定された場合には、センサによって検出された車線境界情報が、自車両に対す
る最寄りの車線境界情報ではない可能性がある。そのため、誤って検出された車線境界情
報を使用することがないように、制御装置１６０は、車線境界の情報の信頼度を評価して
いる。ステップＳ１１９では、制御装置１６０は、センサ境界線の車線境界情報を用いる
ことなく、地図データから取得される境界線情報を車線情報として出力する。そして、制
御装置１６０は、図８に示す制御フローを終了する。
【００５１】
　上記のように、本実施形態では、周囲検出センサ１１０を用いて、自車両の周囲の実際
の環境から自車両の周囲の車線境界の情報を実境界線情報として取得し、少なくとも車線
の形状情報を含む地図データを用いて、形状情報により特定される車線境界を地図境界線
情報として取得する。そして、実境界線情報と地図境界線情報とを比較して、実境界線情
報で示される車線の空間的な連続性を評価する。連続性の評価が高い場合には、実境界線
情報と地図境界線情報とを統合し、統合された車線情報を出力する。一方、連続性の評価
が低い場合には、地図境界線情報を車線情報として出力する。これにより、取得した車線
境界の連続性を評価した上で、車線境界の検出結果と地図データに記憶された車線境界情
報を統合するため、実際の状況に即した、精度の高い車線情報を提供することができる。
また、自車周辺では自車に搭載されたセンサによる車線境界情報の検出結果を利用し、自
車周辺から離れた場所では、地図データに格納された車線境界情報を利用することができ
るため、実際の走行環境を把握しつつ、将来の走行環境も推定することができる。
【００５２】
　また本実施形態では、地図データを用いて車線境界の曲線モデルを取得し、実境界線情
報で示される車線境界（センサ境界線）の形状が曲線モデルで近似できる場合には、連続
性が高いと評価する。これにより、センサによる車線境界情報の検出結果の信頼性を判断
することができる。
【００５３】
　また本実施形態では、地図データを用いて、曲線モデルに対する位置の誤差分布を算出
し、実境界線情報で示される車線境界（センサ境界線）と曲線モデルとの誤差が誤差分布
内である場合には、実境界線情報で示される車線境界（センサ境界線）の形状が前記曲線
モデルで近似できると判定する。これにより、自車位置に基づき最適な曲線モデルを利用
して、センサによる車線境界情報の検出結果の信頼性を判断することができる。
【００５４】
　また本実施形態では、地図データに含まれる車線の道路属性に基づき曲線モデルを決定
する。これにより、例えば道路属性が高速道路であれば直線もしくはほぼ直線の曲線モデ
ルを利用し、道路属性が一般道路であれば曲率半径が小さい曲線モデルを利用して、セン
サによる車線境界情報の検出結果の信頼性を判断することができる。
【００５５】
　また本実施形態では、地図データに含まれる車線の曲率に基づき曲線モデルを決定する
。これにより、センサによる車線境界情報の検出結果の信頼性を判断することができる。
【００５６】
　また本実施形態では、自車両の位置周辺の制限速度に基づき曲線モデルを決定する。こ
れにより、制限速度から算出される許容される曲率半径を利用して、センサによる車線境
界情報の検出結果の信頼性を判断することができる。
【００５７】
　また本実施形態では、地図データに含まれる道路情報に基づき曲線モデルを決定する。
これにより、センサによる車線境界情報の検出結果の信頼性を判断することができる。
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【００５８】
　また本実施形態では、実境界線情報で示される車線境界（センサ境界線）の位置と自車
両の現在位置との間の距離を算出し、算出された距離が所定の距離閾値より小さい場合に
は、実境界線情報と地図境界線情報とを統合し、統合された車線情報を出力し、算出され
た距離が所定の距離閾値より大きい場合には、地図境界線情報を車線情報として出力する
。これにより、検出されたセンサ境界線の位置が自車両から遠い場合には、隣接車線の境
界線の情報を除外した上で、車線情報を生成できる。
【００５９】
　また本実施形態では、他車両の走行軌跡と自車両の走行軌跡との差分が許容範囲内であ
る場合には、実境界線情報と地図境界線情報とを統合し、統合された車線情報を出力し、
差分が許容範囲外である場合には、地図境界線情報を車線情報として出力する。これによ
り、自車両の走行軌跡が統計的に正しい走行軌跡と同等であった場合に、車線境界情報を
使用するため、センサによる車線境界の検出が困難な箇所においても、正しい車線境界情
報を取得することができる。
【００６０】
　また本実施形態では、センサを用いて自車両の周囲に位置する地物の情報を取得し、地
物の情報に基づき、実境界線情報で示される車線境界（センサ境界線）と地図境界線情報
で示される車線境界（地図境界線）とを結合させる結合位置を決定し、実境界線情報で示
される車線境界（センサ境界線）と地図境界線情報で示される車線境界（地図境界線）と
を結合位置でつなげることで、実境界線情報と地図境界線情報とを統合する。これにより
、センサによる車線境界の検出結果と、地図データに格納された車線境界を適切な箇所で
統合するので、正しく、かつ、広範囲で、車両境界情報を提供することができる。また、
車線境界を空間的な連続性を維持しつつ、それぞれの情報を統合するので、正しく、かつ
、広範囲で、車両境界情報を提供することができる。
【００６１】
　≪第２実施形態≫
　第２実施形態に係る走行制御装置について説明する。第２実施形態に係る走行制御装置
１００は、第１実施形態の走行制御装置１００と同様の構成を有し、以下に説明するよう
に動作すること以外は、第１実施形態と同様であり、第１実施形態の記載を適宜援用する
。
【００６２】
　制御装置１６０は、境界線統合機能として、センサ境界線と地図境界線とを位置合わせ
するためのオフセット量を算出する機能を有している。オフセット量は座標軸上の長さで
表される。制御装置１６０は、センサ境界線を取得するときに用いた車線境界情報と、地
図境界線を取得するときに用いた車線境界情報から、互いに共通している対象物を特定す
る。対象物は、表示機、信号機、建物、停止線、白線及び縁石等の地物である。制御装置
１６０は、周囲検出センサ１１０の検出データから地物を検出し、自車両の現在位置から
検出された地物までの距離を測定する。制御装置１６０は、地図データから、検出された
地物の情報を特定する。地物の情報が特定できる場合には、特定された地物の情報は、周
囲検出センサ１１０で検出可能な情報であり、かつ、地図データで管理されている情報と
なるため、共通の対象物となり得る。制御装置１６０は、地図データに含まれる地物の位
置情報を用いて、自車両の現在位置から地物の位置までの距離を測定する。そして、セン
サにより検出された地物（対象物）の距離と、地図データで特定された地物（対象物）の
距離が相違する場合には、距離の差分がオフセット値となる。制御装置１６０は、対象物
の距離の違いからオフセット値を算出し、当該オフセット値に基づき、センサ境界線の情
報と地図境界線の情報とを統合する。
【００６３】
　次に、図１０を参照して、第２実施形態に係る走行制御処理について説明する。図１０
は、第２実施形態に係る走行制御処理を示すフローチャートである。
【００６４】
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　ステップＳ２０１～ステップＳ２０９までの制御フローは、第１実施形態におけるステ
ップＳ１０１～ステップＳ１０９までの制御フローと同内容であるため、説明を省略する
。
【００６５】
　連続性の評価が高い場合には、ステップＳ２１０では制御装置１６０はセンサ境界線の
情報（車線境界情報）の信頼度が高いと判定する。ステップＳ２１１では、制御装置１６
０は、周囲検出センサ１１０の検出結果から、標識、信号機、建物及び停止線のうち少な
くとも１つの地物の情報を取得できた否かを判定する。例えば、制御装置１６０は、カメ
ラの撮像画像に対して画像処理を行い地物の情報を取得する。地物の情報を取得できる場
合には制御装置１６０はステップＳ２１２の制御フローを実行し、地物の情報を取得でき
ない場合には制御装置１６０はステップＳ２１３の制御フローを実行する。
【００６６】
　ステップＳ２１２では、制御装置１６０は、センサの検出結果より取得した地物の位置
と、地図データより取得した地物の位置とのずれ量から、オフセット値を算出する。図１
１は、地物の位置座標を説明するための図である。位置座標（Ｌａｔ＿ｓ、Ｌоｎ＿ｓ）
は信号機の位置を表し、位置座標（Ｌａｔ＿ｓｔ、Ｌоｎ＿ｓｔ）は停止線の位置を表し
、位置座標（Ｌａｔ＿ｂ＿ｉ、Ｌоｎ＿ｂ＿ｉ）は白線・縁石の位置を表す。なお座標は
（緯度、経度）で表される。
【００６７】
　図１１に示すように、自車両が交差点の手前を走行しており、周囲検出センサ１１０に
より信号機及び停止線が検出できるものとする。信号機は路面よりも高い位置に設定され
ており、停止線は路面に描かれている。そのため、自車両からみた場合に、信号機は離れ
た位置から検出できるが、停止線は自車両が通過する直前でなければ検出できない。オフ
セット値は地物の距離に基づき算出される値のため、オフセット値を算出するためには、
信号機の方が停止線より有用な地物である。制御装置１６０は、カメラ及びレーザーレン
ジファインダーを組み合わせによって、自車両から信号機までの相対距離（Ｄ＿ｌоｎ’
）を算出する。
【００６８】
　制御装置１６０は、ＧＰＳ等により自車両の現在位置（Ｌａｔ＿ｍ、Ｌоｎ＿ｍ）を取
得し、地図データから信号機の位置座標（Ｌａｔ＿ｓ、Ｌоｎ＿ｓ）を取得する。制御装
置１６０は、下記式（１）を用いて、地図データ上における自車両から信号機までの相対
距離（Ｄ＿ｌоｎ）を算出する。
【数１】

【００６９】
　制御装置１６０は、相対距離（Ｄ＿ｌоｎ）と相対距離（Ｄ＿ｌоｎ’）との差分を下
記式（２）を用いて算出することでオフセット量（Ｏｆｆｓｅｔ＿ｌｏｎ）を算出する。
【数２】

【００７０】
　式（２）より算出されるオフセット量（Ｏｆｆｓｅｔ＿ｌｏｎ）は、自車両の前後方向
のオフセット量を表している。なお、自車両が、交差点、合流地点及び分岐地点を走行し
ていない状態で、制御装置１６０はステップＳ２１１の制御を実行する。自車両が、交差
点、合流地点及び分岐地点のいずれかの箇所を走行している場合には、センサにより交差
点等の地物を検出できたとしても、検出された地物から算出されるオフセット値の正確性
は低い。そのため、本実施形態では、自車両が、交差点、合流地点及び分岐地点を走行し
ていない状態で、周囲検出センサ１１０を用いて、交差点等を検出し、オフセット値を演
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算する。
【００７１】
　ステップＳ２１３では、制御装置１６０は、周囲検出センサ１１０の検出結果から、白
線及び縁石のうち少なくとも１つの地物の情報を取得できた否かを判定する。地物の情報
を取得できる場合には制御装置１６０はステップＳ２１４の制御フローを実行し、地物の
情報を取得できない場合には制御装置１６０はステップＳ２１５の制御フローを実行する
。
【００７２】
　ステップＳ２１４では、制御装置１６０は、センサの検出結果より取得した地物の位置
と、地図データより取得した地物の位置とのずれ量から、オフセット値を算出する。
【００７３】
　地図データには、白線又は縁石の位置情報がＮ個格納されており、位置座標は（Ｌａｔ
＿ｂ＿ｉ、Ｌоｎ＿ｂ＿ｉ）で表される。ただし、iは０からＮまでの整数である。制御
装置１６０は、Ｎ個の位置座標のうち、自車両の現在位置（Ｌａｔ＿ｍ、Ｌоｎ＿ｍ）に
最も近い位置座標を用いて、下記式（３）により、相対距離（Ｄ＿ｌаｔ）を算出する。
【数３】

【００７４】
　制御装置１６０は、カメラ及びレーザーレンジファインダーを組み合わせによって、自
車両から白線又は縁石までの相対距離（Ｄ＿ｌаｔ＿ｉ’）を算出する。周囲検出センサ
１１０により検出された、白線又は縁石の検出結果は離散した情報であるため、制御装置
１６０は、自車両の現在位置に最も近い離散値を用いて、相対距離（Ｄ＿ｌаｔ＿ｉ’）
を算出する。
【００７５】
　制御装置１６０は、相対距離（Ｄ＿ｌаｔ＿ｉ）と相対距離（Ｄ＿ｌаｔ＿ｉ’）との
差分を、下記式（４）を用いて算出することで、オフセット量（Ｏｆｆｓｅｔ＿ｌаｔ）
を算出する。

【数４】

【００７６】
　式（４）より算出されるオフセット量（Ｏｆｆｓｅｔ＿ｌаｔ）は、自車両の側方の方
向のオフセット量を表している。
【００７７】
　ステップＳ２１５では、制御装置１６０は、オフセット量（Ｏｆｆｓｅｔ＿ｌｏｎ、Ｏ
ｆｆｓｅｔ＿ｌаｔ）を用いて、地図データから取得された車線境界情報と、周囲検出セ
ンサ１１０の検出結果から取得された車線境界情報とを統合する。具体的には、制御装置
１６０は、地図データから取得した地図境界線を、自車両の前後方向にオフセット量（Ｏ
ｆｆｓｅｔ＿ｌｏｎ）分移動させて、自車両の側方の方向にオフセット量（Ｏｆｆｓｅｔ
＿ｌаｔ）分移動させる。そして、制御装置１６０は、移動後の地図境界線とセンサ境界
線とをつなげることで、車線境界情報を統合する。
【００７８】
　図１２は、統合された車線境界を説明するための図である。（а）はオフセットされて
いない地図境界線とセンサ境界線とをつなげたときの様子を示しており、（ｂ）は、オフ
セット後の地図境界線とセンサ境界線とをつなげたときの様子を示している。点線ＰＲは
自車両の右側に位置するセンサ境界線を表し、点線ＰＬは自車両の左側に位置するセンサ
境界線を表す。実線ＱＲは自車両の右側のオフセット前の地図境界線を示し、点線ＱＬは
自車両の左側のオフセット前の地図境界線を示す。実線ＱＲ’Ｒは自車両の右側のオフセ
ット後の地図境界線を示し、点線ＱＬ’は自車両の左側のオフセット後の地図境界線を示
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す。図１２（а）に示すように、車線境界線をオフセットしない場合には、センサ境界線
と地図境界線との間でずれが生じるため、境界線同士をつなげたとしても、車線境界の連
続性を保つことができない。一方、図１２（ｂ）に示すように、車線境界線をオフセット
させた場合には、センサ境界線と地図境界線との間のずれが小さくなるため、境界線同士
をつなげたときに、車線境界の連続性を保つことができる。
【００７９】
　ステップＳ２１６では、制御装置１６０は、統合された車線情報に、車線の付随情報を
付加した上で、車線情報を出力する。そして、制御装置１６０は、図１０に示す制御フロ
ーを終了する。ステップＳ２１７とステップＳ２１８の制御フローは、ステップＳ１１８
とステップＳ１１９の制御フローと同内容であるため説明を省略する。
【００８０】
　上記のように本実施形態では、周囲位置検出センサ１１０を用いて、車線境界の位置を
決めるための対象物を実対象物として検出し、地図データを用いて、実対象物に対応する
地図データ上の対象物を地図対象物として特定し、実対象物の位置と地図対象物の位置と
のずれ量からオフセット値を算出し、車線境界をオフセット値分ずらして、実境界線情報
と地図境界線情報とを統合する。これにより、センサ境界線と地図境界線とのずれを抑制
でき、連続した車線境界情報を生成できる。
【００８１】
　また本実施形態では、周囲位置検出センサ１１０を用いて、自車両の前方又は後方のい
ずれか一方に位置する、標識、信号機、建物及び停止線のうち少なくとも１つの地物を実
対象物として検出し、実対象物の位置と地図対象物の位置とのずれ量から、自車両の前後
方向のオフセット値を算出し、地図境界線情報で示される車線境界（地図境界線）を前後
方向にオフセット値分ずらして、実境界線情報と地図境界線情報とを統合する。これによ
り、車両進行方向に関して、センサにより検出された車線境界情報と地図データから取得
した車線境界情報を、精度よく統合することができる。
【００８２】
　また本実施形態では、自車両が、交差点、合流地点及び分岐地点を走行していない状態
で、周囲検出センサ１１０を用いて実対象物を検出する。これにより、自車両が交差点を
通過するタイミング、もしくは、分合流地点を通過するタイミングで、正しい車線境界情
報を利用することができる。
【００８３】
　また本実施形態では、周囲検出センサ１１０を用いて、自車両の周囲に位置する、白線
及び縁石のうち少なくとも１つの地物を実対象物として検出し、実対象物の位置と地図対
象物の位置とのずれ量から、自車両の側方のオフセット値を算出し、地図境界線を自車両
の側方にオフセット値分ずらして、実境界線情報と地図境界線情報とを統合する。これに
より、車両側方に関して、センサにより検出された車線境界情報と地図データから取得し
た車線境界情報を、精度よく統合することができる。
【００８４】
　≪第３実施形態≫
　第３実施形態に係る走行制御装置について説明する。第３実施形態に係る走行制御装置
１００は、第１実施形態の走行制御装置１００と同様の構成を有し、以下に説明するよう
に動作すること以外は、第１実施形態と同様であり、第１、第２実施形態の記載を適宜援
用する。
【００８５】
　制御装置１６０は、地図境界線を補正する補正機能を有している。制御装置１６０は、
センサ境界線の連続性の評価が低い場合に、地図データの正確性を判定した上で、補正機
能によりセンサ境界線を補正する。以下、補正機能を説明する。
【００８６】
　制御装置１６０は、地図データを用いて、センサ境界線に対応する地図データ上の地図
境界線（以下、対応境界線とも称す）を特定する。対応境界線とは、地図データ上の車線
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境界のうち、センサ境界線と、地図データ上の境界線との一致度を評価するために適した
車線境界である。すなわち、自車両の現在位置に対して周囲検出センサ１１０の検出範囲
に含まれる、地図データ上の車線境界が対応境界線である。
【００８７】
　制御装置１６０は、対応境界線とセンサ境界線とのずれ量から適合度を算出する。適合
度は、対応境界線とセンサ境界線とがどの程度一致しているかを表している。適合度が高
いほど、対応境界線とセンサ境界線との間の一致度は高くなる。制御装置１６０は、適合
度が高い場合には、地図データに格納された対応境界線の情報の信頼度は高いと判定し、
対応境界線を用いてセンサ境界線を補正する。制御装置１６０は、適合度が低い場合には
、地図データに格納された対応境界線の情報の信頼度は低いと判定し、対応境界線の曲線
モデルを算出し、曲線モデルを用いてセンサ境界線を補正する。
【００８８】
　次に、図１３を参照して、第３実施形態に係る走行制御処理について説明する。図１３
は、第３実施形態に係る走行制御処理を示すフローチャートである。
【００８９】
　ステップＳ３０１～ステップＳ３０９までの制御フローは、第１実施形態におけるステ
ップＳ１０１～ステップＳ１０９までの制御フローと同内容であるため、説明を省略する
。またステップＳ３１０の制御フローは、第１実施形態におけるステップＳ１１５と同内
容であり、ステップＳ３１１の制御フローは、第１実施形態におけるステップＳ１１６と
同内容である。
【００９０】
　連続性の評価が低い場合には、ステップＳ３１２では制御装置１６０は、周囲検出セン
サ１１０の検出結果から、白線及び縁石のうち少なくとも１つの地物の情報を取得できた
否かを判定する。ステップＳ３１３では、制御装置１６０は、地図データを用いて対応境
界線を特定し、対応境界線とセンサ境界線との相対距離を算出する。ステップＳ３１４で
は、制御装置１６０は、対応境界線とセンサ境界線との相対角度を算出する。
【００９１】
　ステップＳ３１５では、制御装置１６０は、相対距離と相対角度に基づいて、適合度を
算出する。適合度の具体的な算出方法は下記のとおりである。周囲検出センサ１１０によ
る車線境界の検出結果は、自車両の位置を中心とした相対座標系で離散的な座標で表され
るため、自車両の位置に基づいて各点を絶対座標系（緯度、経度）に変換される。次に、
制御装置１６０は、変換後の座標と、地図データで示される対応境界線のそれぞれの点と
の相対距離を算出し、相対距離の和を算出する。制御装置１６０は、相対角度についても
、同様に求め、相対角度の和を算出する。相対距離の和及び相対角度の和が、対応境界線
の位置とセンサ境界線の位置とのずれ量に相当する。制御装置１６０は、相対距離の和及
び相対角度の和が小さいほど適合度が高くなるように、適合度を算出する。なお、適合度
の算出には、相対距離と相対角度のうちいずれか一方の値を用いればよい。
【００９２】
　ステップＳ３１６では、制御装置１６０は、適合度と適合度閾値とを比較することで、
適合度が適合度閾値より高いか否かを判定する。適合度が高い場合には制御装置１６０は
、対応境界線に関する地図データの信頼性は高いと判定し、ステップＳ３１７の制御フロ
ーを実行する。適合度が低い場合には制御装置１６０は、対応境界線に関する地図データ
の信頼性は高いと判定し、ステップＳ３１８の制御フローを実行する。
【００９３】
　ステップＳ３１７では、制御装置１６０は対応境界線を用いてセンサ境界線の車線情報
を補正する。具体的には、制御装置１６０は、対応境界線に沿うようにセンサ境界線を延
長することで、車線情報を補正する。
【００９４】
　ステップＳ３１８では、制御装置１６０は、対応境界線の曲線モデルを算出し、曲線モ
デルを用いてセンサ境界線の車線情報を補正する。曲線モデルの算出方法は、第１実施形
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態と同様に、道路属性を用いればよい。適合度が低い場合には、対応境界線の車線情報の
信頼度は低いが、道路形状などの限られた情報であれば、信頼度の高いデータを取得でき
る。すなわち、道路属性の一部である曲率の情報を用いることで、曲線モデルを算出でき
る。そして、制御装置１６０は、対応境界線の曲線モデルに沿うようにセンサ境界線を延
長することで、車線情報を補正する。
【００９５】
　ステップＳ３１９～Ｓ３２１の制御フローは、第１実施形態におけるステップＳ１１７
～Ｓ１１９の制御フローと同内容である。
【００９６】
　上記のように本実施形態では、周囲検出センサ１１０の検出結果からセンサ境界線を特
定し、地図データを用いて対応境界線を特定し、センサ境界線の位置と対応境界線の位置
とのずれ量から、センサ境界線と対応境界線との適合性を表す適合度を算出し、適合度に
応じて地図データの正確性を判定する。これにより、車線境界の適合度に応じて、地図デ
ータの信頼性を評価できる。
【００９７】
　また本実施形態では、センサ境界線の連続性の評価が低い場合に、適合度に応じて地図
データの正確性を判定する。これにより、センサ境界線に空間的な連続性がない場合にも
、空間的な連続性をもたせるように、センサ境界線を補正した上で、車線情報を出力する
ため、センサの検出結果及び地図データへの依存度を減らすことができる。
【００９８】
　また本実施形態では、対応境界線に沿うようにセンサ境界線を延長することで車線情報
を補正する。これまでに取得したセンサの検出結果を地図データで補間するので、センサ
の検出結果への依存度を減らすことができる。
【００９９】
　また本実施形態では、適合度が所定値より高い場合には、対応境界線を示す車線境界情
報に基づき車線情報を補正する。これにより、適合性の高い情報を用いて、センサの検出
結果を補間するので、センサの検出結果への依存度を減らすことができる。
【０１００】
　また本実施形態では、適合度が所定値より低い場合には、曲線モデルに沿って実境界線
を延長することで車線情報を補正する。これまでに取得したセンサの検出結果を地図デー
タで補間するので、センサの検出結果への依存度を減らすことができる。
【０１０１】
　なお、以上に説明した実施形態は、本発明の理解を容易にするために記載されたもので
あって、本発明を限定するために記載されたものではない。したがって、上記の実施形態
に開示された各要素は、本発明の技術的範囲に属する全ての設計変更や均等物をも含む趣
旨である。
【符号の説明】
【０１０２】
　１００…走行制御装置
　　１１０…周囲検出センサ
　　１２０…自車位置検出装置
　　１３０…地図データベース
　　１４０…提示装置
　　１５０…駆動制御装置
　　１６０…制御装置
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